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９
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
85
号
「
三
原
市
地
方
活

力
向
上
地
域
に
お
け
る
固
定

資
産
税
の
不
均
一
課
税
に
関

す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て
」

【
要
旨
】
企
業
の
本
社
機
能

の
移
転
、
ま
た
は
拡
充
に
よ

り
地
方
活
力
の
向
上
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
地
域

再
生
計
画
の
本
市
区
域
内
に

お
い
て
、
特
別
償
却
設
備
を

新
設
し
、
ま
た
は
増
設
し
た

事
業
者
に
対
し
て
課
す
る
固

定
資
産
税
の
特
例
を
定
め
る

た
め
、
条
例
を
制
定
す
る
も

の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
不
均
一
課
税
に
お
け
る

優
遇
税
率
の
考
え
方
は
。

答
税
率
の
設
定
に
つ
い
て

は
、
各
自
治
体
に
委
任
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
不
均
一
課
税

に
よ
る
固
定
資
産
税
の
減
収

に
対
し
て
は
、
国
か
ら
の
地

方
交
付
税
に
よ
り
補
填
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。

　
本
市
の
優
遇
税
率
は
、
そ

の
減
収
補
填
の
対
象
割
合
を

最
大
限
活
用
す
る
こ
と
で
、

事
業
者
に
有
利
に
な
る
よ
う

働
か
せ
る
と
い
う
考
え
方
で

設
定
し
て
い
る
。

議
第
86
号
「
財
産
の
取
得
に

つ
い
て
」

【
要
旨
】
高
規
格
救
急
車
を

更
新
、
取
得
す
る
契
約
の
締

結
に
つ
い
て
、
議
会
の
議
決

を
求
め
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
車
両
の
購
入
と
資
器
材

の
購
入
を
ひ
と
つ
の
契
約
と

し
、
一
括
発
注
を
し
た
理
由

は
。

答
過
去
の
入
札
に
お
い

て
、
車
両
と
資
器
材
を
分
離

発
注
と
し
た
経
緯
も
あ
る

が
、
一
括
発
注
と
比
較
し

て
、
合
計
し
た
購
入
金
額
が

割
高
に
な
る
傾
向
が
あ
る
。

　
ま
た
、
車
両
販
売
業
者
が

資
器
材
を
調
達
し
、
装
備
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
仮

に
分
離
発
注
と
し
た
場
合
に

お
い
て
も
、
車
両
と
資
器
材

の
両
方
を
同
一
の
業
者
が
落

札
す
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、

ひ
と
つ
の
契
約
の
ほ
う
が
望

ま
し
い
と
い
う
判
断
の
も

と
、
一
括
発
注
と
し
た
も
の

で
あ
る
。

議
第
87
号
「
財
産
の
処
分
に

つ
い
て
」

【
要
旨
】
館
町
二
丁
目
に
所

在
す
る
土
地
及
び
建
物
を
、

一
般
競
争
入
札
で
落
札
し
た

者
に
売
り
払
う
た
め
、
財
産

を
処
分
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る

も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
売
却
時
に
市
が

設
定
し
た
活
用
条
件

に
か
か
わ
る
、
転
売

を
想
定
し
た
場
合
の

リ
ス
ク
回
避
は
。

答
売
却
契
約
の
中

に
は
、
転
売
す
る
場

合
に
お
い
て
も
、
新

し
い
購
入
者
に
対
し

て
、
活
用
条
件
を
遵

守
す
る
旨
の
条
項
を

設
け
る
こ
と
、
ま

た
、
そ
れ
に
違
反
し

た
場
合
に
は
、
市
に

違
約
金
を
支
払
う
こ
と
と
す

る
内
容
を
今
回
の
売
買
契
約

書
に
明
記
し
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
万
が

一
転
売
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
場
合
に
お
い
て
も
、
市
の

設
定
し
た
活
用
条
件
は
、
担

保
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い

る
。

【
採　
決
】

　
採
決
の
結
果
、
議
第
85
号

ほ
か
２
件
に
つ
い
て
、
全
員

一
致
、
提
案
理
由
を
了
と

し
、原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。

常
任
委
員
会
報
告

総
務
財
務
委
員
会

売却する土地・建物

９
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
90
号
「
三
原
市
久
井
・

大
和
工
業
団
地
用
水
供
給
施

設
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て
」

【
要
旨
】
大
和
工
業
団
地
内

の
簡
易
水
道
整
備
に
伴
い
、

大
和
工
業
団
地
用
水
供
給
施

設
の
運
用
を
廃
止
す
る
た

め
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
大
和
工
業
団
地
に
お
け

る
簡
易
水
道
へ
の
転
換
に
よ

る
水
源
の
一
元
化
が
、
地
域

の
供
給
水
量
に
与
え
る
影
響

は
。

答
工
業
団
地
内
で
の
１
日

当
た
り
の
平
均
使
用
量
は
、

お
よ
そ
２
５
０
㎥
で
あ
り
、

工
業
団
地
を
含
め
て
も
大
和

地
域
の
簡
易
水
道
の
水
量
と

し
て
は
、
十
分
賄
え
る
。

議
第
91
号
「
三
原
市
特
別
会

計
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す

る
等
の
条
例
制
定
に
つ
い

て
」

【
要
旨
】
平
成
29
年
３
月
31

日
を
も
っ
て
簡
易
水
道
事
業

を
廃
止
し
、
水
道
事
業
に
統

合
す
る
こ
と
に
伴
い
、
関
係

条
例
を
一
部
改
正
、
廃
止
す

る
も
の
。

問
簡
易
水
道
事
業
の
今
後

の
財
源
確
保
は
。

答
事
業
に
対
す
る
国
庫
補

助
は
、
今
年
度
で
終
了
す
る

が
、
事
業
進
捗
の
遅
れ
な

ど
、
一
定
の
条
件
を
満
た
し

て
い
れ
ば
、
平
成
31
年
度
ま

で
は
、
延
長
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
過
疎

債
等
の
有
利
な
財
源
の
適
用

に
つ
い
て
、
全
国
市
長
会
や

日
本
水
道
協
会
等
を
通
じ

て
、
国
へ
要
望
し
て
い
く
考

え
で
あ
る
。

【
採　
決
】

　
採
決
の
結
果
、
全
員
一
致

提
案
理
由
を
了
と
し
、
原
案

ど
お
り
可
決
し
た
。

経
済
建
設
委
員
会

廃止される大和工業団地用水供給施設
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○本会議の傍聴　
　本会議を傍聴される方は、仮庁舎１階東側の入
口をご利用ください。本会議の傍聴は、議場入口
で受付をした後、傍聴券を受け取って入場してく
ださい。
○委員会の傍聴　
　委員会を傍聴される方は、議会事務局で受付を
した後、２階委員会へ入室してください。

　新庁舎の建設に伴
い、議会は仮庁舎（館
町：ゆめきゃりあセ
ンター）へ移転しま
した。
　新庁舎開庁（平成
31年５月を予定）ま
での一時移転となり
ます。

住所　三原市館町２丁目５番２号　　　　
電話番号　議会事務局　（0848）67－6137

議会が仮庁舎へ移転しました

仮庁舎での市議会傍聴のご案内

９
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
88
号
「
三
原
市
廃
棄
物

の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」

【
要
旨
】
生
活
環
境
委
員
制

度
を
見
直
す
と
と
も
に
、
事

業
系
一
般
廃
棄
物
処
理
手
数

料
の
徴
収
に
つ
い
て
、
現
行

の
１
０
０
kg 

当
た
り
７
０

０
円
か
ら
、
10 

kg
当
た
り
１

３
０
円
に
改
定
す
る
た
め
、

本
市
条
例
の
一
部
を
改
正
し

た
い
と
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
今
回
の
改
正
に
つ
い

て
、
許
可
業
者
へ
の
周
知
方

法
、
ま
た
、
ご
み
の
分
別
区

分
細
分
化
の
徹
底
方
法
に
つ

い
て
は
。

答
許
可
業
者
へ
の
周
知
方

法
に
つ
い
て
は
、
今
年
７
月

中
旬
に
許
可
業
者
に
対
し
て

説
明
会
を
行
い
、
事
業
系
ご

み
の
現
状
と
課
題
及
び
展
開

検
査
の
実
施
、
手
数
料
改

定
、
分
別
区
分
の
細
分
化

等
、
ご
み
の
減
量
化
・
再
資

源
化
を
図
る
市
の
方
針
に
つ

い
て
説
明
を
行
っ
た
。
ま

た
、
ご
み
の
分
別
区
分
細
分

化
の
徹
底
方
法
と
し
て
、
搬

入
時
の
展
開
検
査
を
７
月
末

か
ら
始
め
て
お
り
、
今
後
と

も
順
次
実
施
す
る
。
細
分
化

に
つ
い
て
は
、
10
月
に
再
度

説
明
会
を
行
い
、
そ
の
際
分

別
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
配
布

す
る
な
ど
、
周
知
を
徹
底

し
、
来
年
４
月
か
ら
実
施
し

て
い
く
。

問
生
活
環
境
委
員
制
度
の

具
体
的
な
見
直
し
内
容
に
つ

い
て
は
。

答
生
活
環
境
委
員
に
つ
い

て
条
例
上
は
廃
止
し
、
改
正

後
は
住
民
組
織
に
主
な
活
動

は
移
行
す
る
が
、
制
度
に
つ

い
て
は
引
き
続
き
要
綱
で
維

持
し
て
い
く
。

問
住
民
組
織
へ
の
費
用
の

助
成
に
つ
い
て
は
。

答
今
ま
で
は
非
常
勤
特
別

職
で
あ
る
生
活
環
境
委
員
個

人
に
報
酬
が
支
払
わ
れ
て
い

る
の
に
対
し
、
ご
み
分
別
等

に
か
か
る
地
元
負
担
相
当
分

を
住
民
協
力
費
に
上
乗
せ
し

て
町
内
会
に
交
付
す
る
。

議
第
89
号
「
三
原
市
障
害
児

通
所
支
援
施
設
設
置
及
び
管

理
条
例
の
廃
止
に
つ
い
て
」

【
要
旨
】
民
間
の
事
業
所
に

よ
る
障
害
児
支
援
体
制
が
整

備
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
伴

い
、
三
原
市
障
害
児
通
所
支

援
施
設
、
通
称
「
ぽ
ぽ
ら
」

は
、
所
期
の
目
的
を
達
成
し

た
た
め
、
本
施
設
に
か
か
る

設
置
及
び
管
理
条
例
を
廃
止

す
る
こ
と
に
つ
い
て
議
会
の

議
決
を
求
め
た
い
と
す
る
も

の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
現
在
の
施
設
利
用
者
に

対
す
る
対
応
は
。

答
来
年
４
月
以
降
も
継
続

し
て
施
設
を
利
用
さ
れ
る
児

童
の
保
護
者
に
対
し
て
は
、

個
別
に
説
明
を
行
っ
て
い

る
。
今
後
、
ほ
か
の
事
業
所

へ
の
転
所
に
あ
た
っ
て
は
、

相
談
支
援
専
門
員
と
連
携
し

な
が
ら
、
見
学
等
を
し
て
い

た
だ
い
て
、
希
望
さ
れ
る
事

業
所
を
利
用
で
き
る
よ
う
、

調
整
し
て
い
く
。

【
採　
決
】

　
議
第
88
号
に
つ
い
て
は
、

起
立
採
決
の
結
果
、
賛
成
多

数
で
可
決
。
ま
た
、
議
第
89

号
つ
い
て
は
、
全
員
一
致
で

可
決
し
た
。

厚
生
文
教
委
員
会

平成28年12月定例会 開催予定
（平成28年９月21日現在）

月 日 曜 開会予定時刻 会　　　　　議

12 ６ 火

10時〜

本会議　開会

８ 木
本会議　一般質問

９ 金

12 月 常任委員会（総務財務委員会）

13 火 常任委員会（厚生文教委員会）

14 水 常任委員会（経済建設委員会）

15 木 補正予算特別委員会

19 月 14時〜 本会議　閉会

三原市障害児通所
支援施設「ぽぽら」

傍聴入口正面玄関

議場


